
別紙８ 

新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年３月 31 日財関第 418 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 
１ 定義 

この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれの定義に従う
ものとする。 
⑴～⒁ （省略） 
⒂ 「他法令の遵守規則」とは、規則第１条の２第１号ハ若しくは第２
号ハ、第４条の５第１号ハ若しくは第２号ハ（規則第４条の 11 にお
いて準用する場合を含む。）、第７条の４第１号ハ若しくは第２号ハ、
第８条の３第１号ハ若しくは第２号ハ、第８条の５第１号ハ若しくは
第２号ハ又は第９条の８第１号ハ若しくは第２号ハに規定する法令
の規定を遵守するための規則をいう。 
⒃ 「財務状況」とは、規則第１条の２第１号ト若しくは第２号ト、第
４条の５第１号ト若しくは第２号ト（規則第４条の 11 において準用
する場合を含む。）、第７条の４第１号ト若しくは第２号ト、第８条の
３第 1号ト若しくは第２号ト、第８条の５第１号ヘ若しくは第２号ヘ
又は第９条の８第 1 号ト若しくは第２号トに規定する財務の状況を
いう。 

 
２ 過去の法令違反歴等に関する審査 
特例輸入者、特定保税承認者、特定保税運送者、特定輸出者、認定製造
者又は認定通関業者（法第 79 条の２に規定する認定通関業者をいう。以
下同じ。）（以下「特例輸入者等」という。）の承認又は認定の申請があっ
た場合における当該申請を行った者（以下「申請者」という。）に係る過
去の法令違反歴等（法第７条の５第１号、法第 51 条第１号（法第 62 条に
おいて準用する場合を含む。）、法第 63 条の４第１号、法第 67 条の４第１
号、法第 67 条の 13 第３項第１号及び第３号イ又は法第 79 条第３項第 1
号に掲げる事項をいう。）に関する審査は、次による。この場合において、
その審査の対象となる者が、国内外の治安に重大な影響を与えるおそれの
ある団体等への関与が懸念される者であるか否かについても配意する必
要があるので留意する。 
⑴ （省略） 
⑵ 特定保税承認者の承認の申請の場合 
① 申請者が法第 51 条第１号イからハまで（法第 62 条において準用す
る場合を含む。）に該当するものでないことを確認する。この場合に
おいて、同号ロ（法第 62 条において準用する場合を含む。）に規定す

 
１ 定義 

この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれの定義に従う
ものとする。 
⑴～⒁ （同左） 
⒂ 「他法令の遵守規則」とは、規則第１条の２第１号ハ若しくは第２
号ハ、第４条の５第１号ハ若しくは第２号ハ（規則第４条の 10 にお
いて準用する場合を含む。）、第７条の４第１号ハ若しくは第２号ハ、
第８条の３第１号ハ若しくは第２号ハ、第８条の５第１号ハ若しくは
第２号ハ又は第９条の８第１号ハ若しくは第２号ハに規定する法令
の規定を遵守するための規則をいう。 
⒃ 「財務状況」とは、規則第１条の２第１号ト若しくは第２号ト、第
４条の５第１号ト若しくは第２号ト（規則第４条の 10 において準用
する場合を含む。）、第７条の４第１号ト若しくは第２号ト、第８条の
３第 1号ト若しくは第２号ト、第８条の５第１号ヘ若しくは第２号ヘ
又は第９条の８第 1 号ト若しくは第２号トに規定する財務の状況を
いう。 

 
２ 過去の法令違反歴等に関する審査 
特例輸入者、特定保税承認者、特定保税運送者、特定輸出者、認定製造
者又は認定通関業者（法第 79 条の２に規定する認定通関業者をいう。以
下同じ。）（以下「特例輸入者等」という。）の承認又は認定の申請があっ
た場合における当該申請を行った者（以下「申請者」という。）に係る過
去の法令違反歴等（法第７条の５第１号、法第 51 条第１号（法第 62 条に
おいて準用する場合を含む。）、法第 63 条の４第１号、法第 67 条の４第１
号、法第 67 条の 13 第３項第１号及び第３号イ又は法第 79 条第３項第 1
号に掲げる事項をいう。）に関する審査は、次による。この場合において、
その審査の対象となる者が、国内外の治安に重大な影響を与えるおそれの
ある団体等への関与が懸念される者であるか否かについても配意する必
要があるので留意する。 
⑴ （同左） 
⑵ 特定保税承認者の承認の申請の場合 
① 申請者が法第 51 条第１号イからハまで（法第 62 条において準用す
る場合を含む。）に該当するものでないことを確認する。 
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改正後 改正前 

る許可の期間の計算については、現に受けている法第 42 条第１項又
は法第 56 条第１項の許可に係る場所について、当該許可以前に継続
して受けていた許可（法第 50 条第２項又は法第 61 条の５第２項の規
定により許可を受けているものとみなされる場合の法第 50 条第１項
又は法第 61 条の５第１項の届出を含む。）がある場合には、これらの
許可の期間を通算して計算することとするので留意する。 
  なお、上記⑴①のなお書の規定は、法第 51 条第１号ハに規定する
法第 43 条第５号から第７号までに該当するものでないことの確認に
ついて準用する。 
② （省略） 
⑶～⑹ （省略） 
 
３ （省略） 
 
４ 法令遵守規則等に関する審査 
申請者が定めていることとされる法令遵守規則等（法第７条の５第３
号、法第 51 条第３号（法第 62 条において準用する場合を含む。）、法第
63 条の４第３号、法第 67 条の４第３号、法第 67 条の 13 第３項第２号ハ
又は法第 79 条第３項第３号に規定する規則をいう。以下同じ。）に関する
審査は、次による。 
⑴ （省略） 
⑵ 特定保税承認者、特定保税運送者又は認定通関業者の場合 
① 法令遵守規則等において規則第４条の５（規則第４条の 11 におい
て準用する場合を含む。）、規則第７条の４又は規則第９条の８に規定
する事項が記載されるとともに、これらの事項が輸出貨物又は輸入貨
物に関する税関手続若しくは国際運送貨物の運送又は管理に係る業
務を法その他の法令の規定に照らして適正に履行するための内容を
有し、かつ、当該法令遵守規則等の内容を適正に履行するための体制
及び手順等が整備されているか否かについて、別紙２により審査す
る。 
②～⑤ （省略） 
 
５及び６ （省略） 
 
 

 
 
 
 
 
 
  なお、上記⑴①のなお書の規定は、法第 51 条第１号ハに規定する
法第 43 条第５号から第７号までに該当するものでないことの確認に
ついて準用する。 
② （同左） 
⑶～⑹（同左） 
 
３ （同左） 
 
４ 法令遵守規則等に関する審査 
申請者が定めていることとされる法令遵守規則等（法第７条の５第３
号、法第 51 条第３号（法第 62 条において準用する場合を含む。）、法第
63 条の４第３号、法第 67 条の４第３号、法第 67 条の 13 第３項第２号ハ
又は法第 79 条第３項第３号に規定する規則をいう。以下同じ。）に関する
審査は、次による。 
⑴ （同左） 
⑵ 特定保税承認者、特定保税運送者又は認定通関業者の場合 
① 法令遵守規則等において規則第４条の５（規則第４条の 10 におい
て準用する場合を含む。）、規則第７条の４又は規則第９条の８に規定
する事項が記載されるとともに、これらの事項が輸出貨物又は輸入貨
物に関する税関手続若しくは国際運送貨物の運送又は管理に係る業
務を法その他の法令の規定に照らして適正に履行するための内容を
有し、かつ、当該法令遵守規則等の内容を適正に履行するための体制
及び手順等が整備されているか否かについて、別紙２により審査す
る。 
②～⑤ （同左） 

 
５及び６ （同左） 
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改正後 改正前 

別紙１ 
 

法令遵守規則・実施規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表
（特例輸入者・特定輸出者・認定製造者用） 

 
１及び２ （省略） 
３ 税関手続の履行に関する事項 
⑴～⑵ （省略） 
⑶ 特定輸出貨物に関する税関手続等 
①～③ （省略） 
④ 関連会社等に特定輸出貨物の運送を依頼している場合であ
って、消費税の免税措置の適用を受ける運送については、当該
運送の指図書の内容が関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵
関第 100 号）67 の３-１-８の⑶の規定に適合することとなるた
めの手順及び体制が整えられているか。 

 
４～６ （省略） 
 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 
 
 

①～③ （省略） 

④ 関連会社等に特定輸出貨物の運送を依頼している場合であ
って、消費税の免税措置の適用を受ける運送に関して当該関連
会社等が作成する請求書の内容が、関税法基本通達 67 の３-１
-８の⑷の規定に適合することとなるための当該関連会社に対
する指導及び管理の手順及び体制が整えられているか。 

 
８～13 （省略） 
 
 
別紙２ 

法令遵守規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 

別紙１ 
 

法令遵守規則・実施規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 
（特例輸入者・特定輸出者・認定製造者用） 

 
１及び２ （同左） 
３ 税関手続の履行に関する事項 
⑴～⑵ （同左） 
⑶ 特定輸出貨物に関する税関手続 
①～③ （同左） 

 
 
 
 
 
 
４～６ （同左） 
 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 
 
 

①～③ （同左） 
 
 
 
 
 
 
 
８～13 （同左） 
 
 
別紙２ 

法令遵守規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 
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改正後 改正前 

（特定保税承認者・特定保税運送者・認定通関業者用） 
 
１ 体制整備等に関する基本的事項 

①及び② （省略） 
③ 法令遵守のために必要な体制（担当部門、責任者）が明記さ
れているか。 
イ 特定保税承認者が定める法令遵守規則にあっては、規則第
４条の５第１号イ（規則第４条の 11 において準用する場合
を含む。）に規定する各部門及び責任者（申請者が法人でな
い場合にあっては、規則第４条の５第２号イ（規則第４条の
11 において準用する場合を含む。）に規定する者であって、
それぞれ該当する者をいう。（注）において同じ。） 
ロ 特定保税運送者が定める法令遵守規則にあっては、規則第
７条の４第１号イに規定する各部門及び責任者（申請者が法
人でない場合にあっては、規則第７条の４第２号イに規定す
る者であって、それぞれ該当する者をいう。（注１）におい
て同じ。） 
ハ 認定通関業者が定める法令遵守規則にあっては、規則第９
条の８第１号イに規定する各部門及び責任者(申請者が法人
でない場合にあっては、同条第２号イに規定する者であっ
て、それぞれ該当する者をいう。（注）において同じ。) 

（注）上記イからハにおいては、規則第４条の５第１号イ⑴（規
則第４条の 11 において準用する場合を含む。）、規則第７条
の４第１号イ⑴、又は規則第９条の８第１号イ⑴に規定する
部門（以下「総括管理部門」という。）及び規則第４条の５
第１号イ⑶（規則第４条の 11 において準用する場合を含
む。）、規則第７条の４第１号イ⑷又は規則第９条の８第１号
イ⑶に規定する部門（以下「監査部門」という。）は、それ
ぞれ他の部門から独立していることが望ましい。これらの部
門以外の部門（規則第４条の５第１号イ⑵（規則第４条の 11
において準用する場合を含む。）、規則第７条の４第１号イ⑵
及び⑶又は規則第９条の８第１号イ⑵に規定する部門。以下
「事業部門」という。）については、申請者の実情に応じ、
一の部門が他の部門の業務を兼務しても差し支えないもの

（特定保税承認者・特定保税運送者・認定通関業者用） 
 
１ 体制整備等に関する基本的事項 

①及び② （同左） 
③ 法令遵守のために必要な体制（担当部門、責任者）が明記さ
れているか。 
イ 特定保税承認者が定める法令遵守規則にあっては、規則第
４条の５第１号イ（規則第４条の 10 において準用する場合
を含む。）に規定する各部門及び責任者（申請者が法人でな
い場合にあっては、規則第４条の５第２号イ（規則第４条の
10 において準用する場合を含む。）に規定する者であって、
それぞれ該当する者をいう。（注）において同じ。） 
ロ 特定保税運送者が定める法令遵守規則にあっては、規則第
７条の４第１号イに規定する各部門及び責任者（申請者が法
人でない場合にあっては、規則第７条の４第２号イに規定す
る者であって、それぞれ該当する者をいう。（注１）におい
て同じ。） 
ハ 認定通関業者が定める法令遵守規則にあっては、規則第９
条の８第１号イに規定する各部門及び責任者(申請者が法人
でない場合にあっては、同条第２号イに規定する者であっ
て、それぞれ該当する者をいう。（注）において同じ。) 

（注）上記イからハにおいては、規則第４条の５第１号イ⑴（規
則第４条の 10 において準用する場合を含む。）、規則第７条
の４第１号イ⑴、又は規則第９条の８第１号イ⑴に規定する
部門（以下「総括管理部門」という。）及び規則第４条の５
第１号イ⑶（規則第４条の 10 において準用する場合を含
む。）、規則第７条の４第１号イ⑷又は規則第９条の８第１号
イ⑶に規定する部門（以下「監査部門」という。）は、それ
ぞれ他の部門から独立していることが望ましい。これらの部
門以外の部門（規則第４条の５第１号イ⑵（規則第４条の 10
において準用する場合を含む。）、規則第７条の４第１号イ⑵
及び⑶又は規則第９条の８第１号イ⑵に規定する部門。以下
「事業部門」という。）については、申請者の実情に応じ、
一の部門が他の部門の業務を兼務しても差し支えないもの
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 5

改正後 改正前 

とするが、この場合においては、その旨が法令遵守規則に明
記される必要がある。 

 
２～７ （省略） 
 
８ 税関との連絡体制に関する事項 

① （省略） 
② 次に掲げる場合に、直ちに税関へ連絡する手順及び体制が整
えられているか。 
イ 令第 42 条第５項、令第 50 条の４第５項、令第 55 条の５
第６項、又は令第 69 条第５項の規定に基づく届出を行う必
要が生じた場合。 
ロ～ニ （省略） 

 
９～13 （省略） 
 
 
 
〔別紙様式１〕 

法令遵守規則・実施規則の記載内容等に関するチェックシート 

□特例輸入者 
□特定輸出者 
□認定製造者 

○○○社

１及び２ （省略） 
３ 税関手続の履行に関する事項 
⑴～⑵ （同左） 
⑶ 特定輸出貨物に関する税関手続 

とするが、この場合においては、その旨が法令遵守規則に明
記される必要がある。 

 
２～７ （同左） 
 
８ 税関との連絡体制に関する事項 

① （同左） 
② 次に掲げる場合に、直ちに税関へ連絡する手順及び体制が整
えられているか。 
イ 令第 42 条第５項、令第 50 条の４第５項、令第 55 条の５
第５項、又は令第 69 条第５項の規定に基づく届出を行う必
要が生じた場合。 
ロ～ニ （同左） 

 
９～13 （同左） 
 
 
 
〔別紙様式１〕 

法令遵守規則・実施規則の記載内容等に関するチェックシート 

□特例輸入者 
□特定輸出者 
□認定製造者 

○○○社 

１及び２ （同左） 
３ 税関手続の履行に関する事項 
⑴～⑵ （同左） 
⑶ 特定輸出貨物に関する税関手続 
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改正後 改正前 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容
（実施状況）等 

税関審査欄

①
〜
③ 

（省略） （省略）

  

④ 関連会社等に特定輸出貨物の
運送を依頼している場合であ
って、消費税の免税措置の適
用を受ける運送については、
当該運送の指図書の内容が関
税法基本通達（昭和 47 年３月
１日蔵関第 100 号）67 の３-
１-８の⑶の規定に適合する
こととなるための手順及び体
制が整えられているか。 

□ＹＥＳ 
□ＮＯ 

  

 
４～６ （省略） 
 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容
（実施状況）等 

税関審査欄

①
〜
③

（省略） （省略）

  

No 審査事項 
自己評価及び実施内容
（実施状況）等 

税関審査欄 

①
〜
③ 

（同左） （同左）

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４～６ （同左） 
 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容
（実施状況）等 

税関審査欄 

①
〜
③

（同左） （同左）
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改正後 改正前 

④ 関連会社等に特定輸出貨物の
運送を依頼している場合であ
って、消費税の免税措置の適
用を受ける運送に関して当該
関連会社等が作成する請求書
の内容が、関税法基本通達 67
の３-１-８の⑷の規定に適合
することとなるための当該関
連会社に対する指導及び管理
の手順及び体制が整えられて
いるか。 

□ＹＥＳ 
□ＮＯ 

  

 
８～13 （省略） 
 
 
〔別紙様式２〕 

法令遵守規則の記載内容等に関するチェックシート 

特定保税承認者 
 □保税蔵置場 
 □保税工場 
□特定保税運送者
□認定通関業者 

○○○社

 
１ 体制整備等に関する基本的事項 

№ 審  査  事  項 
自己評価及び実施内容
（実施状況）等 

税関審査欄

①
及
び
② 

（省略） （省略） 

  

③ 法令遵守のために必要な体制 □ＹＥＳ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８～13 （同左） 
 
 
〔別紙様式２〕 

法令遵守規則の記載内容等に関するチェックシート 

特定保税承認者 
 □保税蔵置場 
 □保税工場 
□特定保税運送者
□認定通関業者 

○○○社 

 
１ 体制整備等に関する基本的事項 

№ 審  査  事  項 
自己評価及び実施内容
（実施状況）等 

税関審査欄 

①
及
び
② 

（同左） （同左） 

  

③ 法令遵守のために必要な体制 □ＹＥＳ   
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改正後 改正前 

（担当部門、責任者）が明記
されているか。 
 イ 特定保税承認者が定め
る法令遵守規則にあって
は、規則第４条の５第１
号イ（規則第４条の 11に
おいて準用する場合を含
む。）に規定する各部門及
び責任者（申請者が法人
でない場合にあっては、
規則第４条の５第２号イ
（規則第４条の 11におい
て準用する場合を含む。）
に規定する者であって、
それぞれ該当する者をい
う。（注）において同じ。） 

ロ 特定保税運送者が定め
る法令遵守規則にあって
は、規則第７条 ４第１号
イに規定する各部門及び
責任者（申請者が法人で
ない場合にあっては、規
則第７条の４第２号イに
規定する者であって、そ
れぞれ該当する者をい
う。（注）において同じ。） 

ハ 認定通関業者が定める
法令遵守規則にあって
は、規則第９条の 第１号
イに規定する各部門及び
責任者（申請者が法人で
ない場合にあっては、同
条第２号イに規定する者
であって、それぞれ該当

□ＮＯ （担当部門、責任者）が明記
されているか。 
 イ 特定保税承認者が定め
る法令遵守規則にあって
は、規則第４条の５第１
号イ（規則第４条の 10に
おいて準用する場合を含
む。）に規定する各部門及
び責任者（申請者が法人
でない場合にあっては、
規則第４条の５第２号イ
（規則第４条の10におい
て準用する場合を含む。）
に規定する者であって、
それぞれ該当する者をい
う。（注）において同じ。）
ロ 特定保税運送者が定め
る法令遵守規則にあって
は、規則第７条 ４第１号
イに規定する各部門及び
責任者（申請者が法人で
ない場合にあっては、規
則第７条の４第２号イに
規定する者であって、そ
れぞれ該当する者をい
う。（注）において同じ。）
ハ 認定通関業者が定める
法令遵守規則にあって
は、規則第９条の 第１号
イに規定する各部門及び
責任者（申請者が法人で
ない場合にあっては、同
条第２号イに規定する者
であって、それぞれ該当

□ＮＯ
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改正後 改正前 

する者をいう。（注）にお
いて同じ。） 

（注１）上記イからハにおい
ては、規則第４条の５第
１号イ⑴（規則第４条の
11 において準用する場合
を含む。）、規則第７条の
４第１号イ⑴、又は規則
第９条の８第１号イ⑴に
規定する部門（以下「総
括管理部門」という。）及
び規則第４条の５第１号
イ⑶（規則第４条の 11に
おいて準用する場合を含
む。）、規則第７条の４第
１号イ⑷又は規則第９条
の８第１号イ⑶に規定す
る部門（以下「監査部門」
という。）は、それぞれ他
の部門から独立している
ことが望ましい。これら
の部門以外の部門（規則
第４条の５第１号イ⑵
（規則第４条の 11におい
て準 用する場 合を含
む。）、規則第７条の４第
１号イ⑵及び⑶又は規則
第９条の８第１号イ⑵に
規定する部門。以下「事
業部門」という。）につい
ては、申請者の実情に応
じ、一の部門が他の部門
の業務を兼務しても差し
支えないものとするが、

する者をいう。（注）にお
いて同じ。） 

（注１）上記イからハにおい
ては、規則第４条の５第
１号イ⑴（規則第４条の
10において準用する場合
を含む。）、規則第７条の
４第１号イ⑴、又は規則
第９条の８第１号イ⑴に
規定する部門（以下「総
括管理部門」という。）及
び規則第４条の５第１号
イ⑶（規則第４条の 10に
おいて準用する場合を含
む。）、規則第７条の４第
１号イ⑷又は規則第９条
の８第１号イ⑶に規定す
る部門（以下「監査部門」
という。）は、それぞれ他
の部門から独立している
ことが望ましい。これら
の部門以外の部門（規則
第４条の５第１号イ⑵
（規則第４条の10におい
て準 用する場 合を含
む。）、規則第７条の４第
１号イ⑵及び⑶又は規則
第９条の８第１号イ⑵に
規定する部門。以下「事
業部門」という。）につい
ては、申請者の実情に応
じ、一の部門が他の部門
の業務を兼務しても差し
支えないものとするが、
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改正後 改正前 

 
２～７ （省略） 
 
８ 税関との連絡体制に関する事項 

№ 審  査  事  項 自己評価及び実施内容
（実施状況）等 税関審査欄

① （省略） （省略）   
② 次に掲げる場合に、直ちに税
関へ連絡する手順及び体制が
整えられているか。 
 イ 令第 42条第５項、令第

50条の４第５項、令第 55
条の５第６項又は令第 69
条第５項の規定に基づく
届出を行う必要が生じた
場合。 
ロ～ニ （省略） 

□ＹＥＳ 
□ＮＯ 

  

 
９～13 （省略） 
 

この場合においては、そ
の旨が法令遵守規則に明
記される必要がある。 

 
２～７ （同左） 
 
８ 税関との連絡体制に関する事項 

№ 審  査  事  項 自己評価及び実施内容
（実施状況）等 税関審査欄 

① （同左） （同左）   
② 次に掲げる場合に、直ちに税
関へ連絡する手順及び体制が
整えられているか。 
 イ 令第 42条第５項、令第

50条の４第５項、令第 55
条の５第５項又は令第 69
条第５項の規定に基づく
届出を行う必要が生じた
場合。 
ロ～ニ （同左） 

□ＹＥＳ 
□ＮＯ 

  

 
９～13 （同左） 
 
 
 

この場合においては、そ
の旨が法令遵守規則に明
記される必要がある。 

 


